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要  旨 

 

現在、プラットフォームとりわけデジタルプラットフォームがその多面市場の特性及びデ

ータ蓄積の規模の経済性などから大きく持続的な市場支配力をもつことがあるのではない

か、また、それらの市場支配力が他の市場での競争の梃子となり、あるいはその他の市場で

の競争を制限する慣行の温床となるのではないかと懸念されている。さらには、企業結合規

制において従来の規制手法では対応しにくいケースが存在する可能性なども指摘されてい

る。これらの課題は現在、国際的に議論され、検討されている。 

こうした問題を考察するには、まず多面市場特性を有するプラットフォーム産業での市場

画定をいかに行うかという問題の検討が必要である。多面市場に含まれる個々の取引市場間

の相互依存関係を市場画定でどのように勘案するのか。しばしば見られる無料市場を市場と

見ることが適切か否か。適切であるにしても競争的抑制を加えるプレイヤーをどのように識

別するのか。その際、価格面から見た需要の代替性に注目した従来の手法がどのような難点

をもつのか。さらにデジタルプラットフォームで重要な役割を果たすデータ蓄積の問題が市

場画定や市場支配力分析でどのような役割を果たすのか。 

本稿では、プラットフォーム産業を検討する際、基本的でありながら、わが国ではほとん

ど検討されることがなかったこれらの問題を、「無料市場」、「イノベーション市場」、「デー

タ市場」の観点から検討することで、プラットフォーム産業における競争政策の基礎作業を

行った。 
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止法 

JEL classification：K21, L40 
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第 1 章 問題の所在 

 

１ 背景 

 １９９０年代から ICT 分野ではプラットフォームの重要性が強調されていた。互換

性が重要な ICT 分野では、様々な売り手と買い手が調整を行う基盤となる標準的構成

要素のバンドルを提供するものと定義されるプラットフォームにおいて主導的地位を

とることが決定的に重要であることが広く認識されていた。この事実自体は、IBM の

System/360 によるメインフレームによる覇権の確立からも比較的古くから良く知られ

ていた。 

 かつては ICT の基盤技術に固有の問題として認識されていたプラットフォームだが

技術の進歩とともに様々な分野でプラットフォームが重要になっており、これをテー

マにした経営書は内外で多数出版されている。プラットフォームの定義は論者の関心

によって揺らぎはあるものの、Rochet&Tirole のエポックメーキングな業績１以降、二

面市場（ないし多面市場）性と結びつけて定義するのが一般的となっている。 大公

約数の理解としては、プラットフォームとは二つ（ないしそれ以上の）異なった製品・

役務を二つの異なった顧客グループに供給しており、一方の顧客グループの需要が他

のグループの需要に相互に依存する関係にあり、そのことを認識しつつ、外部性を内

部化するように行動する事業者ということになる２。このような特性を持った事業者を

プラットフォーム事業者と呼び、プラットフォーム事業者の活動する産業をプラット

フォーム産業と呼ぶことにする。 

 もちろん、プラットフォーム特性が見られるのは、新聞・雑誌等メディア産業やク

レジットカードのような決済機能を提供する場合など古くから知られている。Google、

Amazon、Apple、Facebook など我々の日常生活の基盤を提供する巨大企業をはじめ、

Airbnb や Uber など近時注目を浴びている新興企業の多くがプラットフォーム産業で

活動する。多面市場型プラットフォームはオンラインに限られないが、オンラインで

あることによって、従来は把握できなかった需要者群の依存関係を考慮に入れた新た

な事業展開を行うことが可能になった。そのため、オンラインプラットフォーム、な

いしデジタルプラットフォームと呼ばれるタイプのプラットフォーム産業は、大きな

ビジネスチャンスであるとともに、成長のエンジンになると期待され、注目を浴びて

いる。近時、「プラットフォーム」として言及されるのは多くの場合、このデジタル

プラットフォームである３。 

 このような期待の反面、プラットフォーム事業者の中にはネットワーク外部性など

を梃子に巨大で持続的な市場支配力を有する企業が存在し、それが様々な反競争的行

動に出るのではないかという懸念ももたれている。特に、現在は問題がなくとも、プ

ラットフォームでの市場支配力を関連分野で行使するといった問題が発生するのでは

ないかという懸念は根強い。そのため、EU をはじめとする欧州の競争当局等を中心に

プラットフォーム産業の規制のあり方に強い関心が持たれている４。そこでは、競争問

題とプライバシーの問題、消費者保護など様々な問題が時には融合して議論されてお

り、このような議論は米国でも活発に展開されている。もっとも、プラットフォーム
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産業は今後成長が見込まれる分野であることからもわかるように、まだ、競争がどの

ように展開されていくのかについての定見があるわけではない。このような市場の揺

籃期にある産業では独禁法の適用は慎重であるべきだというのが従来から一般的であ

った。技術革新が進展する中、一時的に市場支配力を有する企業もすぐに市場を侵食

されるし、それらの企業が積極的に行った事業活動を誤って批難すると競争促進的行

動を萎縮させ、技術革新の芽を摘むことになる。ようするに第二種の過誤（偽陰性）

のコストは高くないが第一種の過誤（偽陽性）のコストが高いことを重視せよという

のが技術革新のスピードの速い揺籃期市場での鉄則と考えられていた。これに対して

は、Google、Amazon、Apple、Facebook の有する市場支配力は既に強固なものであり、

プラットフォーム市場では間接的ネットワーク効果やデータ志向の技術のためデータ

蓄積が強固な市場支配力を保持させるなど問題があるため、早期であっても介入する

必要があるという主張も見られる。 

 

２ プラットフォームがかかわる古典的事件 

 強固に見える市場支配力は単に効率性を発揮しているだけであり、他の事業者が排

除されているように見えるケースも、プラットフォーム事業者が効率的な経営を行っ

たことの反映に過ぎないという主張があり得る。プラットフォームの特性が強固な市

場支配力の基盤となった独占事件の代表である米国の IBM事件やマイクロソフトの事

件でもそれが問題となった。それらはいずれも強力な間接的ネットワーク効果によっ

て強固になった独占力*
５を有する事業者の排除行為が問題となった。前者の事件では、

独占力を他の領域に波及させたか否か６、後者の事件では強固な独占力をさらに維持・

強化させたか否かが問題となった７。強固な市場支配力が存在している場合、特に不当

な行為を用いなくともその地位を維持することは可能である。とりわけ、効率性に基

づいた積極的で競争促進的な事業活動はそれにより他の事業者の事業活動が困難にな

ることから、市場支配力の形成等を行った行為が不当に競争者を排除する行為と言え

るかが問題となる。前者では周辺機器をターゲットにした廉売型行為やバンドリング

がそれにあたらないとされ８、後者では一見補完製品をターゲットにしたと思われる行

為が実は OS 市場における独占力の人為的維持と見ないことには合理性を有しないも

のであることが示され規制されたのである９。 

 両事件とも補完的領域での排除と補完的要素の技術的結合がかかわるなど共通点が

あるが、注目すべきは補完的領域の相互関係の捉え方である。IBM 事件では単に周辺

機器の独占のみが問題となっていたのに対し、マイクロソフト事件は補完的な部門を

コントロールすることがプラットフォーム本体の市場支配力の維持につながることを

間接的ネットワーク効果の観点から説得的に説明し、それをもたらす行動が競争促進

的ではないことを示したのである。そこでは、補完的な部門であるブラウザ等に対す

る一連の行為のもたらした効果と当該行為の性質が、当該事件の文脈で詳細に検討さ

れていた。IBM 事件では今日問題となるプラットフォーム特性がそもそも検討課題と

なっていなかったのである１０。 
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３ プラットフォーム産業の多様性と市場画定の重要さ 

 プラットフォーム産業といっても、そのタイプや競争環境は様々であり、そもそも

市場支配力の危険性がほとんど生じないものもある。たとえば、新聞業は多面市場プ

ラットフォーム産業の典型であるが、これに対して強力すぎる市場支配力が問題とな

る訳ではない。もちろん多面市場プラットフォーム性が問題とならないわけではない

が、市場支配力の強度は市場の特性の違いによって決定される。 

 独禁法の適用とは逆の適用除外規定の問題だが、米国の新聞紙保存法はこの観点か

ら説明される。米国では一般日刊新聞紙は市場がローカルなものであることが知られ

ている。また、新聞では広告市場と販売市場の二面市場に直面していることも良く知

られているが、部数が減少局面に入ると広告市場での収益の悪化がもたらされ、それ

が販売市場での悪化を加速させることになる。このような下降スパイラル現象はプラ

ットフォーム概念以前から知られていた。米国では、このような危機的局面に陥った

新聞社が存在するとき、言論の多様性を確保するため編集面での独立性を維持しなが

ら販売・営業面で救済型の事業統合を行うことに適用除外を与える制度が 1970 年に立

法されている１１。もちろん、ここまで特殊な扱いを正当化する理由が実際に存在する

か否かは疑義のあるところではある１２。 

 適用除外規定の可否は別にして、この特性が排除行為に利用されることもあり得る。

たとえば、わが国の北海道新聞事件が挙げられる１３。この事件では新規参入に直面し

た支配的新聞社が、それを排除するために一連の措置をとったが、特に広告面につい

て不当廉売が行われた点が問題となる。ここでの不当廉売は広告市場での略奪という

側面では理解できない。また、廉売の不当性の理解は新規参入者対策の行動という面

から説明されているが、初期セットアップに必要な広告収入を獲得できないように、

参入者から広告を奪うために、自己の回避可能コストを下回った価格での操業が問題

となったものである。 

 このようにプラットフォームにおいて、間接的ネットワーク効果が戦略的重要性を

もっていることは確かであり、それを考慮に入れないと排除行為の評価が困難な場合

があることは確かである。だが、このような考慮はそれぞれの市場特性として捉えれ

ば良いというだけのことであって、多面市場型プラットフォームであることだけで特

別な問題が生じるわけではないという主張もある。 

 しかし、本稿で検討対象とするデジタルプラットフォームでは第 3 章で見るように、

データ集積が重要な技術特性等を持つためにデータ集積の規模の経済を背景にきわめ

て強固なネットワーク効果が生まれ、それによって強力な市場支配力を有しているの

ではないかという懸念がもたれている。また、そのような強力な市場支配力とプラッ

トフォームの特性に応じて様々な反競争的戦略を実施することが可能なのではないか

という懸念がもたれている。もちろん、そのような懸念が実際存在するか否かをめぐ

っては様々に対立する見解が主張され、果てしなき論争が続いている。個別産業毎の

ネットワーク効果の大きさ、データが持つ競争優位の特性をめぐる細部の事実をめぐ

る密林のような議論はこの分野に関心を持つ法律家をたじろがせるものである。この

意味で事実の確定は重要である。しかし、この細部の複雑さゆえに、法的判断の前提
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事実が存在したとして、プラットフォーム産業に対してどのように競争法上の判断を

すれば良いのかを枠組みをめぐる議論さえ充分に展開されることがなかったように思

われる。この作業なしには、競争法の適用の前提としてどのような事実関係を争えば

良いのかということさえ明確にならない。 

 そのための基本作業として、本稿は、プラットフォーム産業における市場画定の問

題を扱う。関連市場の画定はほとんどの国の競争法の主要な規制の前提条件として要

求される１４。実際、プラットフォーム業者が市場支配力を有しているか否か、何らか

の戦略が反競争効果を有しているか否かは、いずれも競争が行われている場の画定な

しには分析は進められない。 

 

４ 多面市場プラットフォームにおける市場画定の現状と本稿の検討課題 

 ところで多面的プラットフォームに関してはそもそも関連市場の範囲をめぐって争

いがあった。異なった需要者サイドをそれぞれを関連市場とするだけで良いのかとい

う問題が提起されていたからである。特定の需要者サイドでの競争が低下して悪影響

が発生すれば介入して良いのは当然だが、特定の需要者サイドでの反競争的行為が他

の需要者サイドへの相互作用を通じて悪影響をもたない場合などをどう評価するのか

という問題である。一方の需要者サイドでは一見したところ競合する製品・役務が存

在するためそこでの反競争行為が存在しないように見える場合であっても、ネットワ

ーク効果のせいでプラットフォームとして機能するためにはそこでの行為が重要な意

味を持つときなど、個別の需要者サイドではなく、プラットフォームとしての競争を

考えることはできないかという問題として、提起されることもある。 

 多面市場プラットフォームの関連市場画定に関する基本的な整理は以下のようにな

ろう。まず、プラットフォームのタイプとしては、異なった需要者サイド間での取引

の仲介機能を果たす取引型（ないしマッチング型）プラットフォームと、取引の仲介

ではないタイプのネットワーク効果を問題にする非取引型（ないしオーディエンス型）

プラットフォームに大別される。非取引型プラットフォームでは個々の需要者サイド

でまず市場画定されるが、間接的ネットワーク効果の結果、その仮定的独占者（第 2

章参照）が市場支配力を行使できない場合はそれを勘案して画定作業を進めるという

ものである。取引型プラットフォームにおいて取引仲介そのものを業として市場画定

をすすめる１５。 

 上記の言明は基本方針に過ぎず、実際の市場画定の場面では判断が難しい場合もあ

る。例えば、American Express が加盟店に対して行っていた他カードへの切替を禁止す

る条項がシャーマン法１条に違反するとして米国司法省が訴追した事件はまさにこの

市場画定が争点になっている。連邦地裁判決１６は、クレジットカード産業においてカ

ード発行会社とカード加盟店を需要者とするネットワークサービス市場を画定した。

これに対して第二巡回区控訴裁判所の 2016 年 9 月 26 日判決１７は、かかる市場の競争

の帰趨はネットワーク効果を通じてカード保有者の市場にも影響を与えるのであり、

それを除外してネットワークサービスの市場を画定したことを誤りだとした。ともに

二面市場性を明示的に考慮しながらも、ネットワーク効果の大きさと需要者特性につ
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いての事実認識（正確には先行理解・事前認識）の違いによってまったく異なった結

論に達したものである１８。 

 このような多面市場性が市場画定に関してもつ問題点はデジタルプラットフォーム

ではさらに複雑化する。特定の需要サイドについて無償での役務供給がなされ、しか

もその部門がプラットフォーム産業での成功にとってきわめて重要であるためであ

る。これまでも放送事業など無償部門が実際上重要な意味を占めた事例はあったが、

デジタルプラットフォームの登場までその部門の独自の意義は問われることは少なか

った。しかし、今日ではその部門の競争こそが重要であり、消費者利益にとって決定

的だと強く印象づけられている。無償部門が「市場」といえるか否かという問題だけ

でなく、そこが市場であるとしてどのように競争的抑制が働くのかといった問題が、

多面市場固有の問題とも相俟って複雑な形で展開されている。特にプラットフォーム

に期待されている非価格競争とりわけイノベーション競争をどのように捉えるのかと

いう問題である。 

 本稿は、このような無料市場の問題に焦点を合わせて、市場画定の問題を探求する

ことを目的とする。無料市場の問題は主として第 3 章で論じられる。それに先だって、

第 2 章で市場画定がなぜ必要かという基本的な説明を行う。自明のように思われるか

もしれないが、近時有力な論者が市場画定は市場支配力を評価する上で不要だという

議論を展開しており、それに追随ないし影響を受ける論者もいる。ここでは仮定的独

占者型のアプローチを前提に、市場画定が有益な機能を果たしていること及び市場画

定不要論が価格競争を基本的な前提としていることを指摘したのち、品質競争の市場

画定における意義を検討する。これは無料市場の問題を扱う第 3 章の分析のための前

提知識を整理するものとなる。第 3 章は無料市場の市場画定にかわる議論の整理を行

い、今後の競争政策の課題を示す。なお、同章ではこの問題にかかわる事件として議

論の素材を提供する事件として著名な Facebook/WhatsApp 事件を資料として掲げた。

第 4 章では無料市場での競争の考察から明らかになったイノベーション競争の影響を

考察するための市場画定の問題を検討する。イノベーション競争の効果を見るために

イノベーション市場を導入する必要があるのか否か、またわが国でイノベーション市

場概念を持ち込むことが現行法解釈上可能かどうかをめぐる問題点を検討する。そし

て 後に、第５章においてデータ集積の競争法上の問題について検討を行う。 
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第 2 章 関連市場画定の意義と非価格競争 

 

１ 関連市場画定はなぜ必要か？ 

 関連市場画定は、競争法の執行上の必要から案出された人工的な構成物であり、何

らかの経済理論の所産ではない１９。近時、著名な反トラスト法学者である Kaplow 教

授が市場画定を経済理論的に根拠がなく、競争法上執行の上で意味がないという主張

を唱えている２０。ここで改めて市場画定の必要性を確認しておくとともに、プラット

フォーム産業における市場画定で留意すべき点を見ておく。 

 関連市場画定がなぜ必要かということに対する、法形式主義的な答えは容易である。

わが国では「一定の取引分野における競争の実質的制限」が法律要件であるのだから、

「一定の取引分野」を画定しないことには法適用ができないというものになる２１。 

 しかし、わが国独禁法の母法である米国反トラスト法で市場画定が必要とされ、そ

れが重要な検討課題となったのは、その画定が市場支配力分析を行うのに必要だから

である。市場支配力分析とは市場支配力が現に存在するか、または特定の取引ないし

慣行がそれを形成・維持・強化するものであるか（あるいはその危険性があるか)とい

う問題である。 

 競争法をもつ多くの国での市場画定の意義も同様である。逆に言うと、市場支配力

の形成等など反競争効果が明白な行為に対しては、市場画定の作業をスキップできる

としている国も多い。価格カルテル・生産量カルテル・市場分割カルテル・談合など

のハードコアカルテルは反競争効果が明白であるため米国・EU をはじめ多くの競争法

では当然違法原則が採用され市場画定はスキップできるものとされている。なお、「一

定の取引分野」が要件となっているわが国でも、このような類型については簡略化さ

れた形で市場画定・反競争効果の認定がなされている。 

 一般に市場画定が必要となるのは、市場支配力分析をいわば可視化するためである

２２。市場支配力を行使しようとする企業乃至企業群に対して、それを阻止するような

競争的抑制を加えるものがいれば、それを市場の中に取り込む必要がある。当該領域

の競争の状況を見れば有意な水準の市場支配力が感知できるような領域を定めること

を市場支配力分析の第一歩とするものである。そのための基準として今日ほとんどの

法域で採用されているのが仮定的独占者基準である。これは、候補となっている関連

市場において仮にその領域を独占者が存在するとして、小幅だが有意な一時的でない

価格引上げ（SSNIP）が利益となるか否かを基準とするものである。候補となる市場

がある程度の非弾力的なものでなければ、その領域での競争の状況から市場支配力の

分析を行うことはできないという当然の事理の反映ともいえる。 

 

２ 「市場画定不要論」の問題点：価格競争オブセッション 

 このような市場画定は、市場支配力分析で一般に利用されている、シェア・集中度

の算定の基礎となっている。先に述べた市場画定不要論は、市場画定をステップと見

る分析手法をシェア・集中度を重視する立場と同一視するものである２３。シェア・集

中度が有益な指標となり得ない場合があることは製品差別化が進展した市場などでは
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明らかである２４。より密接な代替性を有する製品の供給能力に比してそれより離れた

製品の供給能力が脅威にならないことから、直ちに見て取れる。近時の企業結合分析

では製品差別化が進展した市場での企業結合の効果を判断するにあたって、シェア・

集中度を重視せず、Merger Simulation や UPPI２５など直接的手法が用いられていること

は良く知られている２６。市場画定不要論はこのような手法を重視し、どの範囲の領域

が市場になるかに拘泥すべきでないとするのである。しかしながら、直接的手法はス

タティックなベルトラン競争２７が行われている環境で各種パラメーターを推測し、あ

るいは暫定的な仮定をおいて利用されている２８。そこでは企業間の相互の抑制がモデ

ル化され何らかの形で数値化されているのである。競争がスタティックなモデルで叙

述でき、関係するデータが入手できるような環境下では、価格への影響はどの範囲が

市場であるかという問いかけなしに検討できるのはある意味当然である。しかし、競

争が価格以外の様々なディメンジョンで行われ、さらに競争的抑制を加えているもの

が自明でないような環境下では、どのようなプレイヤーが競争的抑制を加えるのかを

いうことを問いかけることなしには分析が始まらない。さらに、参入障壁がどの程度

であるのかを判断するにも、市場の領域画定なしにはできそうもない。もちろん、シ

ェア・集中度が直ちに市場支配力の推定をなしうるという機能は期待できない。しか

し、もともとシェア・集中度は 初の第一歩に過ぎない。競争的抑制を効かせている

企業群を識別し、その程度を把握する作業なしに複雑な分析を行うことはできない。

そのような分析において、一定の領域を市場とすべく、仮定的独占者が存在するほど

までに競争が消滅した極限状態を仮定して競争的抑制を判断するのはやはり有益な基

準である。 

 

３ 価格競争以外のディメンジョンでの競争と市場画定 

 

(1)品質競争２９ 

 仮定的独占者基準はしばしば SSNIP と同一視される。SSNIP では競争はもっぱら価

格で行われることを前提にしているように見える。しかし、競争は価格だけではなく、

品質や研究開発などの次元でも存在する。そもそも市場支配力は価格・数量その他各

般の条件をある程度自由に設定できる地位であって、価格支配力に留まるものではな

い。SSNIP を正当化する議論によれば、価格以外の品質が問題となる場合であっても

品質の違いは価格に調整すれば良いだけだということになろう３０。品質差はヘドニッ

ク法３１などで処理すればよいということになる３２。 

 競争的抑制の有無については価格競争に注目して、市場の範囲は SSNIP で判断する。

その上で、そこでの競争の手段として品質等の他の要素を考え、その側面での市場支

配力の形成等が認められるか否かを判断するというのが通常のアプローチである。デ

ィメンジョンでの品質競争については、品質競争を回避する共同行為３３や品質に関す

る競争を制限する排除行為３４について、このようなプローチが採用されてきた。また、

品質競争については、何らかの競争制限的な行為が競争促進効果として品質向上効果

が認められるときにどのように対処するべきかという問題設定がしばしばとられてき
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たが、そこでも市場画定の段階では価格競争を勘案するだけである。せいぜい、需要

の代替性を見る際に品質が関連するというに留まり、競争的抑制の範囲を見るにあた

っては価格競争に焦点を合わせてきた。非価格競争はしばしば動態的な側面をもつが、

これも現在の時点で画定された関連市場における将来の価格・品質その他各般の条件

への影響を見るというアプローチである。このようなアプローチが動態的側面をうま

く取り込めるかどうかは後述するイノベーション市場で問題になる。 

 

(2)品質競争に注目する必要性 

 ところでこのような手法は価格競争が市場における競争を充分に把握できていると

いうことを前提にしている。現実に価格競争が重視されない局面で品質競争を評価す

る手順は存在するのだろうか。上述したようにスタティックなベルトラン競争を前提

にした市場支配力分析はこの 20 年間に非常に進歩してきたが、品質のディメンジョン

を具体的に勘案する手法はこれまで十分に開発されてきたとは言えない３５。1990 年代

初頭、ハイテク産業における競争政策が重要な課題となった時点から、非価格競争に

関する競争的抑制を直視する市場画定手段が注目されていたが、デジタルプラットフ

ォームでの競争はそれに該当する可能性がある。   

 プラットフォーム産業ではしばしば、ある特定の需要者群に対しては無料で役務の

提供を行っている場合がある。無料の市場も市場なのかという問題はしばしば取り上

げられる。この問題に対して、これを市場でないと論じる例は少ない。競争は直接に

有償の取引が行われている場合だけではなく、何らかの観点から自己の経済的利益の

ために需要者の獲得を目指して供給する関係があれば足りるなど、それが市場となり

得ることの「説明」は比較的容易かもしれない。しかし、市場たり得るといっただけ

では、どのように市場画定を行えば良いのかの基準は不明であり、法執行の指針とし

て役に立たない。この問題の検討は本稿第２章で行うが、ここでは品質競争に固有の

市場画定の手法を瞥見しておく。 

 無料で供給がなされているセグメントであっても競争が存在するというのは確かで

あるにしても、その競争が何をめぐって行われているのか、競争が減殺されるとどの

ような形で市場支配力が検討されるのかが課題となる。この場合、まず考えられるの

は品質面による競争である。技術が急速に発展するセグメントでは機能向上等の品質

に基づく競争が主要な競争手段であり、価格は大きな意味を持っていないというのは

先述したように 1990 年代から議論されていた。そのような場合に適合した市場画定の

手法はどのようなものが考えられるのだろうか。 

 

(3)品質に注目した仮定的独占者基準：SSNDQ 

 Hartman、Teece、Mitchell、Jorde らによる 1993 年論文は品質競争が重要な局面での

市場画定の手法として、SSNIP とは異なったタイプの仮定的独占者基準を提唱した３６。

彼らの論文では、X 線、RI、超音波、CT,MRI などタイプの異なったものからなる画像

診断装置産業を例にとって説明を行っている。これらの異なったタイプ間では価格が

相当程度変化しても代替は起きないが、一方のタイプの機能の向上がタイプ間の代替
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をもたらしてきたことを説得的に例示する。それらの産業で SSNIP にこだわった仮定

的独占者基準を行ったとしても、重要な競争を見落とすことになる。そこで手法とし

て今日 SSNDQ（small but significant ,non-transitory decrease in quality）と呼ばれるものを

提唱する。要するに主要な性能の特性を把握し、仮定的独占者がそれを 25％低下させ

ることによって利益を得られるか否かを問いかけることによって関連市場を画定しよ

うというものである。また、タイムスパンも４年間である３７。4 年を「一時的でない

（non-transitory）」と呼ぶのは奇妙に思われるが、Hartman らの着想は、高度技術部門

での品質競争の特徴は動態的な面にあるとして、短期的なディメンジョンでは捉えき

れない競争を把握しようとするものである３８。 

 SSNDQ の基準を実際に適用すると困難に直面することは確かである。どの側面の特

性を重要なものと考え、またその特性の計量的測定はどのようにすればよいのか判断

するのは難しい。また、情報の非対称性が問題となるであろう品質の特性に対して、

消費者がどの程度敏感に反応できるのか疑義を唱えることも可能である３９。したがっ

て、現実に SSNDQ が利用された例はほとんど報告されていない４０。他方、定量的な

実現に困難はあるものの、彼らが示した事例からもわかるように、このようなディメ

ンジョンの競争が品質改善の駆動力になっていたことも確かであり、そのような競争

の緩和や排除がないような規制が必要ということになる。そのような観点からは、

SSNIP では把握できないが、それよりも大きな悪影響を長期的にもちうる市場を重畳

的に画定することは可能かもしれない４１。 

 

（４）SSNDQ の再脚光 

 これに対して、データ蓄積の手段としての無料市場における品質競争としてはプラ

イバシー保護の程度を重要な特性として、それの悪化を悪影響と考える立場からも

SSNDQ を持ち出す論者もいる。その場合、Hedonic 法による金銭的評価をベースにす

る考え方とプライバシー保護の変化による顧客代替の直接的観察による方法の二つの

バージョンが考えられる４２。前者のアプローチは無料市場においても多くの場合は利

用者はパーソナルデータを提供するという点から対価の支払いを行っているとするア

プローチを定量的に実施するのと同型のアプローチである４３。いずれも、特性の測定

方法とそれに対する個人の対応の信頼できるデータが必要となる。また、これらのア

プローチはいずれも Hartman らの関心とは異なって、スタティックな分析に留まる場

合が多い。 

 

(5)品質競争からイノベーション（研究開発競争）へ 

 (4)で見たような現在提唱されている SSNDQ やその類似品４４は動態的な競争を志

向した Hartman らの関心とは次元を異にするものと言えるかもしれない。だが、そも

そも動態的な品質競争は研究開発競争なりイノベーション競争として把握されるべき

ものではないか。イノベーションは単なる研究開発より広い含意をもちそうだが、こ

こで問題とするイノベーションは基本的に研究開発を主体とするものである。この場

合における市場画定については、かねてから通常とは異なった取扱いがなされてきた。
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イノベーション競争と市場画定の問題については、第 4 章で詳しく考察することにし

よう。  
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第 3 章 無料サービスの提供と市場画定 

 

1. プラットフォームの価格設定 

 

（１）プラットフォームの価格設定 

 第１章で見たように、二面市場の需要間には、間接ネットワーク効果（正のフィードバ

ック効果）が存在する。プラットフォームは、二面市場間に生じる同外部性を内部化する

ことで、利益を得る。需要の弾力性が大きい需要側に低価格でサービスを提供し、需要の

弾力性が小さい需要側に高価格でサービスを提供する。これによりプラットフォームは自

らの利潤を 大化する。このような価格構造（price structure）をもって、プラットフォ

ームを定義することが通常である。すなわち、一方の市場に対する価格を引き上げ、他方

の市場に対する価格を同じだけ引き下げた場合に、取引数量に影響を与える場合に、その

ような価格設定を行う者を、プラットフォーム事業者とする。プラットフォームは双方の

需要者を取引に参加させるために、価格構造を設計する。 

 このような価格構造の結果、前者のサービスはしばしば無料となる。後者のサービスは

限界費用を超えた価格付けとなるが、間接ネットワーク効果による需要増大の利益が大き

い場合、必ずしも需要者の効用を害することがない。そもそも、オンラインプラットフォ

ームについては、限界費用は極めて小さい一方で、固定費を回収する必要から限界費用を

上回る価格設定は不可避であり、市場支配力を評価する指標として適切ではないという問

題もある。 

 

（２）無料サービスと市場支配力の弊害４５ 

 第２章で確認したように、サービスが無料であるからといって、市場支配力の弊害から

解放される訳ではない。また、「無料」だからといって、「一定の取引分野」が画定できな

い訳ではない。伝統的な市場支配力分析においても、「freemium」戦略、バンドル戦略な

どについて、不当廉売規制、抱き合わせ規制が検討されてきた４６。しかし二面市場におけ

る無料サービスの提供については、①競争的価格はマイナスであるべきところ「無料」水

準に価格引き上げがなされているという価格競争の側面における弊害のほか、②サービス

の品質を悪化させるまたは多様性を消滅させるという、非価格競争の側面における独特の

弊害がある。特に後者については、無料であるがゆえに、需要者が弊害に気付き難いとい

う問題もある４７。需要者の現状維持バイアスを利用した、品質低下の可能性を指摘するも

のも存在する４８。また、③個人データを収集して、幅広い市場で支配的地位を形成する危

険性という将来の弊害をどのように評価するかという問題もある。②は第 2 章で検討した

品質競争の問題、③は第５章で検討するデータ市場の問題と関連する。 

 

２. 無料市場の画定問題 

 

（１）無料市場と SSNIP 

 市場画定の作業は、市場支配力の形成、維持、強化の制約要因を識別するために行われ
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る。市場画定の道具としての SSNIP は、無料サービスの供給場面に有効に機能するので

あろうか。SSNIP は、小幅であるが有意かつ一時的でない価格引き上げを仮定することに

より、競争的制約を有する者を識別する。しかし間接ネットワーク効果を考慮せずに

SSNIP を適用するならば、狭すぎる市場が画定される可能性がある。フィードバック効果

を考慮すれば、価格引き上げに伴う需要の減少分は思いのほか大きく、より広く市場を画

定すべきであったと言える場合があるからである。これとは反対に、二面市場における

SSNIP の適用により、広すぎる市場が画定される可能性もある。「無料」市場における

SSNIP の適用である。米国における 近の判例には、P2P サービスにかかる市場画定に

おいて、需要の交差価格弾力性に注目すべきとした上で、「極めて僅かな料金が請求される

だけで（if even the most nominal of fees were charged）」ユーザーが移動する可能性が

残るとしたものがある４９。たしかに行動経済学の知見を基に「無料」が有する需要の吸引

力が指摘されており５０、僅少な価格引き上げに伴う需要の変化分は大きそうである。しか

し、０円に SSNIP を適用しても０円のままという問題のほか、二面市場における独占者

は、独占価格として「無料」価格を設定しており５１、いわゆるセロファンファラシーの問

題を回避できないという問題がある５２。 

 

 （２）SSNIP の修正 

 商品や役務の０円という価格のみに注目した分析は、消費者厚生を改善しているとの単

純な結論に至りやすい。そこで、SSNIP 適用の問題を認識して、次のような提案がなされ

ている。 

 第一に、二面市場の価格を足し合わせた上で、SSNIP を適用すべきとするものである５３。

しかし同方法の適用が可能となるのは、プラットフォームが取引を媒介する機能を果たす

場合、すなわち第１章で見た取引型（マッチング型）のプラットフォームに関係する場

合に限られる。ユーザー間に取引が成立しない場合、費用転嫁の可能性が存在しないから

である５４。 

 第二に、第２章で見たように、価格の変化を仮定する SSNIP とは異なり、品質の変化

を仮定するものである（SSNDQ 基準）５５。しかし同方法には、品質の定量化が難しいと

の問題がある。品質競争の側面は多様であり、その評価は主観的なものにならざるを得な

い。例えば自動車の品質といっても、加速、燃費、環境負荷など、さまざまに存在し、そ

れら複雑なパラメーターを評価することは、主観的なものにならざるを得ない５６。もっぱ

ら価格に関心を有し、品質を二次的なものとのみ認識する消費者には、そもそも品質を評

価する知識がない場合もある５７。 

 第三に、ユーザーが負担する「費用」の上昇を仮定すべきとするものである（SSNIC 基

準）５８。その具体的内容については、「関心（attention）」を指摘するものと、「プライバ

シー」を指摘するものがある。 

 前者は、「関心」を費用と捉える。Evans は、プラットフォーム事業者は、他の市場の

活動に必要な投入財を求めて競争している。そして、それはユーザーの「関心」とする。

ユーザーの関心は時間に制約を受け、プラットフォーム事業者は、ユーザーの限られた「時

間」を求めて競争している５９。関心を振り分けるための時間の有限性が、活発な競争の原
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動力である６０。プラットフォーム事業者は、商品やサービスにより関心を得て、それをオ

ンライン広告やオンライン販売に利用できるよう、再販売する６１。このような考えを前提

にすれば、例えば広告の時間が 10%増加することによる、需要の代替性を検討した上で、

市場を画定することになろう６２。 

 後者は、「プライバシー」を費用と考える。デジタルプラットフォームのビジネスモデル

の一つは、ターゲット広告である。ユーザーは、個人データ（プライバシー）と引き換え

に、無料サービスを利用する。このようなビジネスモデルは、伝統的なメディアのビジネ

スモデルと大きく異なる６３。個人データが「新たな貨幣」と呼ばれるゆえんである６４。こ

のような考えを前提にすれば、例えば個人データの提供量が 10%増加することによる、需

要の代替性を検討した上で、市場を画定することになろう。 

 たしかに市場支配力の弊害として、これら「関心」や「プライバシー」の費用が大きく

なる場合がある。たとえば、競争減少と広告量増大の関係を示す実証分析が存在する６５。

また、検索エンジンや SNS などの競争において、プライバシー保護を重視したサービス

が登場していることは、プライバシーを費用と考える需要者の存在を示している。しかし、

「費用」としてのプライバシーの問題が、プライバシー保護という先に見たサービスの「品

質」問題と同じになるように６６、関心やプライバシーを費用と考えた SSNIC 基準の適用

については、いずれも費用の定量化が困難であり６７、そもそも需要者が関心やプライバシ

ーの拠出を費用と認識しない問題が指摘されている６８。たとえば、【補論】に掲げる

Facebook/WhatsApp 事件に関して、欧州委員会スタッフは、プライバシー保護に関心を

もってサービス選択を行なうユーザーは増加しつつあるものの、プライバシー保護の水準

を中心に競争がなされるまでに至っていないと述べる６９。また、サービスの多くは経験財

であり、経路依存性によって「プライバシー」必ずしも市場機能が十分には発揮されない

との問題も指摘されている７０。 

 

（３）欧米実務の展開 

 無料サービスにかかる市場画定について、実務はどうか。この点、欧米における競争法実

務は、そもそも「無料」市場を画定することを回避するようであり、少なくとも一貫性を

欠くと指摘されている。 

 例えば米国には、「検索市場（search market）」を独占するために検索結果を操作した

との原告の主張について、「検索市場」が「販売（grouping of sales）」から構成される旨

の立証がなされていないとして、検索市場の成立を認めなかった事例がある７１。グーグル

がそのような検索サービスを販売していることを主張しておらず、また競争者も販売して

いることを主張していないことから、検索市場は成立しないとする。 

 また欧州では、委員会が、二面市場における無料サービスの提供について、「有償の取引

関係（trade relationship）」が必要として、当該無料サービスについて関連市場を画定す

ることを回避する傾向が指摘されている７２。たとえばメディア産業について、①視聴者側

の市場を画定するのは有料放送の場合のみであり、また、その場合に、②広告収入を得な

い場合には、広告市場を画定することがない（視聴者にむけた有料放送市場のみを画定す

る）７３。 
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 無料サービスの画定に慎重な実務については、有料サービスへの注目によって、プラッ

トフォームの競争問題は解決できると考えられていたと指摘される７４。しかし視聴者側か

ら利益を得るか、広告側から利益を得るか、またはそれらの組み合わせで利益を得るかは、

事業者のビジネスモデルによる。有料テレビ放送と無料テレビ放送のように、有料サービ

スと無料サービスが需要者にとって代替性を有することはあるし、代替性を有さない場合

もある７５。プログラムやコンテンツによって差別化される場合のほか７６、広告量に応じて

差別化される場合も存在しよう。広告を好まない需要者が存在するからである。このよう

な差別化の程度が、別市場の画定につながり、また市場分析に影響を及ぼすことはある。 

 このような状況において、単純に「無料」であることを理由に、市場を画定できず、ま

た競争制限的でないと判断することは、過少規制の問題を引き起こす。プラットフォーム

は二面市場で競争しており、間接ネットワーク効果を前提にそれぞれの市場における競争

制限を検討することが必要である７７。そのような検討の結果、２つの市場における競争相

手が異なる場合がある。例えば、デジタルプラットフォームの多くは、ユーザーに対して

は異なるサービスを提供しつつ、広告主に対しては互いに競い合う。また、間接ネットワ

ーク効果の存在は、容易に市場の独占化をもたらしそうであるが、そうではない場合もあ

る。上で述べたサービスの差別化が存在する場合のほか、マルチホーミングが機能する場

合である７８。 

 

３. プラットフォーム間の競争 

 

（１）SSNIP の限界 

 上で見た SSNIP の修正は、価格および品質に現れる市場支配力を前提にする。しかし、

そもそもプラットフォームの競争優位性がイノベーションやデータの集積により決定付け

られるのであれば、SSNIP や SSNIP の修正では対応できない７９。サービスが無料である

場合には、何をもってシェアを画定するのかという問題もある。売上高が存在しないから

である。SSNIP は、一面市場における価格市場を念頭に置くが、そもそもプラットフォー

ムはそのような特性を備えることがない。プラットフォームに対する競争法規制の問題は、

伝統的な市場支配力分析の限界問題との性質を有する。このような伝統的な市場支配力分

析の限界について、「イノベーション市場」及び「データ市場」での克服が議論されている。

その詳細は第４章で論じるとして、ここでは、総論として、デジタルプラットフォームに

関する「イノベーション」と「データ」に関して、その機能と評価をまとめておきたい。 

 

（２）イノベーション 

 プラットフォームは、それに依拠するサービス、アプリケーションなどについてイノベ

ーションの揺籃として機能し８０、また自らもイノベーションをもって競争する。デジタル

プラットフォームの特徴の一つは、継起的イノベーションである。それらは、価格・数量

ではなく、イノベーションに基づく競争を行なう。Microsoft/Skype 事件決定では、サー

ビスが「無料」で提供されていることから、商品の品質が重要な競争パラメーターであり、

とりわけイノベーションが市場の原動力であるとする８１。 
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 第２章で確認したように、イノベーションに基づく競争が行なわれる市場では、静態的

な市場画定・市場シェア算定という伝統的な市場支配力分析がうまく機能しない。仮定的

独占者テストによって需要の代替性を計測しても、プロセスイノベーション、プロダクト

イノベーションによりそれが大きく変化する可能性があるからである８２。無料サービス市

場について述べたように、何を基準に市場シェアを測定するのかという問題もある８３。ま

た先に述べたように、一時的な独占はイノベーションへの正当な報酬であり、継起的イノ

ベーションの原動力とも評価できる。 

 このようなダイナミックな競争分析を行うための道具が存在しないことの解決策として

８４、市場画定・市場シェア算定分析を離れて、競争制限行為、競争制限効果に直接注目す

ることが考えられる８５。プラットフォームにかかる競争制限効果は、価格・数量ではなく

イノベーションに現れる。競争回避は問題にならず、競争者排除が問題である。したがっ

てデジタルプラットフォーム市場では、イノベーションの排除に注目する８６。より具体的

には、①問題の行為がイノベーション活動について当事者が有するインセンティブを毀損

することがないか、②問題の行為により当事者が競争者によるイノベーション活動を阻害

する能力・インセンティブを有することにならないを見ることになる。しかし第２章で確

認したように、結局のところ、それらの検討過程で、当事者や競争者の研究開発能力やイ

ンセンティブに制約を加えうる市場参加者の識別が必要となる。そのために論じられるの

が、第４章で検討する「イノベーション市場」である。 

 

（３）データの集積 

 デジタルプラットフォームについて、イノベーションと共に、事業者の競争上の地位を

決定付けるのは、データである。スマホ、スマートメーター、ウェアラブル機器、さらに

は「モノのインターネット（Internet of Things）」を通して、広く大量にデータが収集さ

れ、それが多くのサービス市場における競争上の地位に影響を与える８７。広告市場につい

ても、データがターゲット広告の精度を高め、事業者の競争上の地位を決する８８。また

3D プリンターやロボティクスの進展は、サービス市場だけではなく、商品市場への影響

をも内包させる。データは、大量、高速、多種、高価値であるほど大きな価値を有し８９、

そのようなデータはしばしば「ビッグデータ」と呼ばれる。データを求めた取引も多いと

いう９０。 

 そこで、第５章で見るように、デジタルプラットフォームにおける投入財としてのデー

タの価値に注目して、「データ市場」を画定すべきとの主張が登場することになる。データ

市場の画定により、デジタルプラットフォーム間の競争を適切に把握できるというのであ

る。たとえば一見すると垂直的関係にあるように見える SNS と写真共有サービスの統合

について、プラットフォーム間の水平的競争を適切に把握できるとする９１。また、データ

市場の画定により、たとえば現在は別市場のように見える検索広告と非検索広告について、

その収斂傾向を、市場画定の段階で適切に把握できるとする９２。   
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第４章 イノベーション競争と市場画定 

 

１ イノベーションと競争 

 デジタルプラットフォームの領域ではイノベーションが重要であることは言を俟た

ない。特に無料市場とされるセグメントでは品質またはイノベーションが 重要の競

争手段である。ところで、市場が競争的であることとイノベーションの関係について

は周知のように異なった立場が表明されてきた。一方で、シュンペーター以来、競争

的市場よりも独占的市場の方が望ましいという主張がなされてきた９３。これに対して、

独占的企業の場合には既存製品等との置換ゆえにイノベーションのインセンティブが

低下することや活発な競争はそこから抜け出すためにイノベーションを行うインセン

ティブが向上することなどを理由として競争市場の方がイノベーションを促進すると

いう、しばしばアロー仮説と呼ばれる立場が対置されてきた９４。様々な研究が行われ

てきたが、英国市場を素材に費用価格マージンで図った製品市場の競争度とイノベー

ションとの間に逆 U 字型関係があることを示した Aghion らの研究９５に代表されるよ

うに逆 U 字型関係が想定されるのは一般的であろう。製品市場の競争の強度（集中度

ではかるにせよプライスコストマージンではかるにせよ）とイノベーションとの関係

は、当該市場における競争の状況（非対称か否か）、想定される研究開発の種別（ド

ラスティックか否か）によって様々なパターンが考えられる。 

 たとえば、Scherer らはよく観察される事実として、市場支配的地位を持つ企業は重

要な新製品を開発するのが遅れるが、小規模なライバルが製品を投入し出すや虎のよ

うに逆襲に出ると述べている９６。これは、アローの仮説と事後の専有に関するシュン

ペーター的見解の両方と整合的であり、競争政策にも示唆的である。革新的な製品投

入を実現した小規模企業の苦境が、保護が与えられてしかるべき技術への保護が不十

分なせいである、または流通網その他の商業化に必要な資源が支配的企業のコントロ

ール下にあるため妨害戦略に直面しているせいであるしたら、どうだろうか。もっと

もこれらの状況にあるか否かは市場環境を十分に評価した上で評価を行わなければな

らない。 

 

２ イノベーションへの競争法からのアプローチ 

（１）製品市場・技術市場とイノベーション市場 

 １で見たのは関係する市場における、市場構造の状態や、価格マージンの意味での

市場支配力の存在がイノベーションにどのような影響を持つのかについての問いかけ

であった。しかし、競争法の介入は市場支配力の存在やシェア・集中度の大きさその

ものに基づくのではない。一定の行為のもたらす競争プロセスへの影響を通じた市場

支配力の形成等が問題なのである。例えば、イノベーションの競争を直接的に回避し、

排除する行動があれば、それを基軸にそれがイノベーションの低下を通じてどのよう

な効果を持つかを判断することになる。また、イノベーションを直接的に制限する行

動ではなく、企業結合が結果としてイノベーションを回避・緩和させることを通じて

市場への悪影響が存在すれば競争法は介入可能ということになる。米国では企業結合
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において当事者が行っていたイノベーションレベルでの競争を回避する危険性に着目

した規制を従来から行ってきた。この場合、イノベーション競争が成立する範囲を画

定する必要がある。もちろん、同じ問題はイノベーションの回避行動や排除行動９７が

イノベーション競争を制限させる効果を持つか否かを判断する上でも必要である。イ

ノベーション競争については既に詳細な研究がなされているので９８、ここでは簡単に

要点をまとめよう。 

 まず、ここでの問題は特定の製品に関連して行われたイノベーション競争への影響

を、特定の製品の市場における影響と見るのか、それともイノベーションの競争が行

われる場を捉えて、それ自体を「市場」と呼んでイノベーション競争の低下を把握す

る必要があるか否かの問題である。形而上学的な問題設定のように思われるかもしれ

ないし、イノベーションを評価する上でオーバーラップする局面も多い９９。しかし、

イノベーションが重要性を持つ市場では後者の市場を画定する必要がある場合も存在

はする。ただし、そのような必要性が現実化するのかどうかについては異論がある。 

 まず、米国の知的財産権ライセンスガイドラインは１００、研究開発競争への悪影響

を見るときに、関連製品市場や技術市場のみならず、別個のイノベーション市場での

効果も分析することがあるとした。イノベーション市場は、特定の新規または改良製

品・製法に向けられた研究開発と、それとの密接な代替品から構成される。密接な代

替品には、関連する研究開発に関する市場支配力の行使を著しく制約する（たとえば、

研究開発のペースを遅らせる想定上の独占者の能力とインセンティブを制限すること

によって）研究開発の努力、技術・製品が含まれる。この場合、関連する研究開発に

従事する能力が、特定の企業の特殊な資産や特異性に結びつけられる場合にのみイノ

ベーション市場（ないし研究開発市場）を画定する。知的財産ライセンスがもたらす

研究開発インセンティブの変容に基づく悪影響の分析に関しては、イノベーション競

争それ自体への影響を中心に問題を見ることにさほど問題はない。しかし、このイノ

ベーション市場概念は企業結合規制においても適用されることになり、そこでは異論

が見られるようになった。 

 イノベーション競争の促進が、①次期世代の製品が出来るだけ早く、また問題の取

引がなかったら実現したであろう品質と多様性を消費者に与え、②現在もしくは将来

の製品市場における潜在的な価格・品質競争を高めるといった効果を持ちうることは

確かだが、それをイノベーション市場で評価する必要はあるのだろうか。通常の製品

市場・技術市場を関連市場とした上で、研究開発競争の低下がそこでどのような影響

を持つのかという対応とはどう違うのだろうか。これに対しては、まだ存在しない製

品は現在の市場と異なるというものだが、これまでの事案は少なくとも現在の市場と

代替性がある製品ということで対応してきた。現在の製品と将来において代替する製

品を含めた競争への影響と捉えることができる限りでは１０１、イノベーション市場を

持ち出さなくとも判断はできる１０２。 

 「市場とは取引が行われる場である」という見方からは、その立証のあり方は多様

であるにしても、市場支配力を価格・品質・数量等を制御できる地位として定義でき

る。取引対象とならないイノベーション市場では、「市場支配力」はいかに定義され
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るのか。米国のイノベーション市場論では、「研究開発投資（費用）あるいはペース

を低減させる力とインセンティブを持つこと」が、かような市場での支配力というこ

とになる。これに対しては、「研究開発投資」の低下が、結果としての「技術革新」

の低下につながるとは限らないとか、効率性（ここではさしあたり intertemporal な総

余剰という意味でのそれ）につながらないとかいった問題点を指摘する向きもあろう

が、そもそも「技術革新（＝研究開発）市場」でコントロールされる変数を表現する

測度が定義しづらいことに留意されたい。いずれにせよ、これらの低減を問題にする

ことができるには、研究開発のターゲットがある程度明確でなければならない。ター

ゲットが明確であるとは、影響ある将来の市場を観念できる場合に他ならない１０３。

イノベーション競争の範囲の画定や市場としてのそこへの影響を見るとき、実は将来

市場での競争に対する評価が重要な意味を持つのである。さもなくば、有意味に「研

究開発投資の低減」を論じることは出来ない。そうだとするとイノベーション市場で

持ち出された諸要素は通常の関連市場への将来の影響という形で吟味する場合に必要

なものではあるが、前者の市場画定を行う必要はないように思われる１０４。 

 

（２）イノベーション市場画定の意義 

 しかし、イノベーション市場による分析が通常の製品・技術市場の分析と大きな違

いを導くものとして、次のような例がある。市場取引の存在しない中間投入品につき

プロセス技術革新の競争を行う二企業がある。両者はその 終商品の一部については

競争関係にあるが、他の部分では競争関係にない。両者が合併した場合、製品市場に

のみ注目するなら、競争関係にない部門へも当該イノベーションが及ぼす影響を見落

としてしまうことになる１０５。 終製品で競合することはないし、中間投入財を市場

化する予定もないが、イノベーションは競合しており、その競合がなくなるとイノベ

ーションの迅速性等が失われるとする場合をどのように扱うかという問題である。 

 このような例はデジタルプラットフォームとりわけデータ駆動型研究開発が中心的

な役割を果たしている分野でも問題となるかもしれない。現在、そのような市場で脅

威を感じられているのは、イノベーションが現在は利用されるかどうか不明な多様な

製品・役務の取引市場に影響するかもしれないという事態である。この場合、取引対

象をもって市場の出発点とする立場では適切な分析ができないのではないかという問

題がある。イノベーションの競合を問題とする場合、同種のイノベーションを行いう

る立場の企業が、それに関連する様々な資源・資産が制約となって、その数が限られ

ており、その間の競合の喪失が悪影響を生み出すかもしれないという状況である。 

 イノベーション市場の必要性をめぐる疑念は、この場合にイノベーションの競合や

競合するイノベーションの範囲を画定するには識別された製品市場についての明確な

理解が不可欠であるという事実認識である。実際、ＥＵでも米国でも開発途上の製品

が明らかにわかる場合が中心であった。しかし、いまだ 終商品自身は判然とせず、

研究開発の努力の競合だけが問題となる状況もあり得る１０６。この場合に特定の 終

製品での競争を前提にイノベーション競争の低下を問題とすることは困難である。 

 たしかに、上記事実認識からすると、このような場合にわざわざイノベーション競
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争を持ち出すのはそもそも不要な過剰介入を招くだけという批判もあり得よう。しか

し、研究開発の努力自身が、 終製品の特定とは無関係に識別可能な場合があり、そ

の経路が限定されている場合にイノベーションの低下を問題にする余地はありそうで

ある。また、企業結合ではなく、競合する研究開発に対する様々な排除戦略が問題に

なるとき、 終製品は確たるものではなく、ある程度は想定しうる製品群にかかるイ

ノベーションの低下として反競争効果を把握することも可能で、その必要も見られる

かもしれない。 

 企業結合におけるイノベーション市場論はそれが過剰介入の危険性があることから

懐疑的な議論があったが、具体的なイノベーション排除が問題となっているとき、そ

れを基軸に考えるという立場は充分に成立しそうである。少なくとも不公正な取引方

法としては規制可能という議論は成立しうる。さらに、イノベーションの対象となっ

た技術の取引市場が潜在的に存在するという前提で、イノベーションへの影響を中心

に分析する手法も考えられる。実際上の問題点は競合するイノベーションを識別し、

その外延を定義できるか否かということになるが、それが可能なら「取引分野」が存

在しなければならないという法的ドグマが支障とならない解釈論が求められよう。 
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第５章 データ集積と市場画定 

 

１ データの重要性 

 デジタルプラットフォームの特徴として、既に見たようにデータとりわけパーソナ

ルデータが重要となることが指摘されている（第 3 章 3（3)）。プラットフォームを

提供する事業者の事業活動や技術開発においてデータの集積が決定的に重要な要因と

なっている。データドリブンな技術開発が圧倒的に重要であり、データ集積を実現し

た者の競争優位を確固たるものにするのではないか。さらにこれらの事情がプラット

フォームのサイド間のネットワーク効果を増加させるのではないか。もっとも、これ

に対してはデータが技術開発に占める重要性はそもそもプラットフォームのタイプ毎

に異なるのではないか、必要とされるデータのタイプはどのようなものか、後発者で

あってもデータの入手は可能性なのではないかなど、事実認識をめぐって果てしない

論争が続いている。事実認識にかかる論争はここではひとまずおいて、データが実際

に重要であり、かつそれが限られた資産である場合に、競争法（独禁法）を適用する

際に問題となる争点の見取り図をとっておくことが有益である１０７。まず手がかりと

してデータ入手に動機づけられた企業結合を前提にデータの重要性をどのように位置

づけるのかをまず検討する。  

 

２ 企業結合におけるデータ 

 既に見たように、データ集積を目的とした企業結合が世界的に増加しているといわ

れている。データが競争優位の確保にとって不可欠だとの認識からデータリッチな企

業をターゲットにした企業買収が報告されている。このような企業結合を分析する上

でデータはどのような位置づけになるのだろうか。 

 競争上重要だということが競争政策上の懸念をもたらすわけではない。データを通

じた優位性が効率的な企業運営や研究開発のためだとしたら、かかる動機での企業買

収は競争促進的な目的のものとひとまず言える。当該企業の効率的な運営、優れた技

術開発の結果、当該企業の市場における覇権が強化されたとしても、それを批難する

ことはできない。他方、効率的な運営のためのデータ集積というより、データ集積が

他の企業がデータという投入資源を入手することを妨げる効果があるとき、投入物閉

鎖型の排除効果をもたらす可能性はあるかもしれない。特定の「データ」（ないし「集

積データ」）が重要な投入要素となっている関連市場が存在する場合に、そこでの市

場閉鎖効果を分析することになる。必要なデータ集積の規模、市場で有意味な競争活

動を行うのに必要なクリティカルマスの大きさ、データがその程度容易に収集可能で、

クリティカルマスに達することの難易度などが問題となる。分析のフォーマット自身

は伝統的な垂直的企業結合と異ならない。この問題は逆から見れば、データを投入要

素とする市場への参入障壁の問題となる。 

 投入要素としての重要性に注目した分析はそれ自体として目新しいものではない

が、データに固有の問題として二点考えられる。 

 １つはわが国やＥＵの企業結合規制の届出基準との関係で生じる問題である。重要
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な投入要素としてのデータを豊富に有する企業を買収することによる投入物閉鎖は実

体規制としては対応可能かもしれないが、これまでに買収されたデータリッチな企業

は無料部門でのイノベーションゆえに有力なものとなっている企業が少なからず存在

し、そのイノベーションを金銭化する前に買収されている事例が少なからず存在する

と言われる。結合当事企業の売上高ベースで届出基準を定めているＥＵ・日本型の届

出基準では、競争上重要な問題を引き起こしかねない企業結合を届け出る必要がなく

なる可能性がある。企業買収の取引高か資産ベースの基準を取り入れる必要があるの

ではないかという問題である１０８。 

 もう一つは、データドリブンな技術開発の重要性ともかかわる。現在、データ集積

の問題を脅威と考える論者の間では、それが様々な製品・役務に対して必須の投入要

素となるのではないかという懸念がもたれているようである。個別製品分野毎に必要

な投入要素の必須性に差異はあれども、特定タイプの集積データは多様な製品・役務

群に共通のものとなっているのではないかという懸念である。この場合、それぞれ異

なった製品市場での投入要素としてのみデータを見るのは実態にそぐわないのではな

いかという問題である。 

 ところで、データを投入要素とする製品・役務にとって、データは、品質競争が重

要なメルクマールとなるデジタルプラットフォーム部門で日々の品質改善等に必要な

ものであり、比較的スタティックな意味１０９で重要な投入要素であるがそれに留まら

ない。データはいまだ市場に現れていないがこれから出現が期待される製品等の開発

に必要なこともある。重要なものもあるかもしれない。イノベーション市場で議論し

たのとほぼ同型の問題が存在することになる。というよりも、上述の「脅威」はデー

タにおける支配的地位がイノベーション競争を支配するというおそれに由来する側面

もある。このような投入要素としてのデータの重要性は、データの市場を画定できる

のではないかという問題提起につながる。以下その点を敷衍する。 

 

３ データ市場の画定 

 データ市場という言葉はデータの集積シェアを重要なメルクマールとする立場であ

るが、法的にはいささかミスリーディグである。競争法（独禁法）での市場はあくま

でも「取引分野」でなければならないという立場からは、データ購入市場とデータ供

給市場の二種の取引の場ということになろう。データ購入市場についてはあまり議論

がなかったようであるが、必要資源の購入における競争者の排除などが問題となる局

面は確かに存在する。 

 投入要素としてのデータの供給面での市場を捉えることは可能だろうか。これを捉

えることの利点は、問題になるのは複数の関連製品の投入要素としてのデータであり、

個々の関連製品市場毎の分析では不十分な点を補正できることにある。例えば、個別

関連製品で現在は競合していない事業者が集積データでは競合しているとき、それら

の立場を水平的と補足できる。また、多くの企業がデータ集積の面で戦略的に行動し

ているのはデータ集積における競合が意味ある者と考えてのことである。これはイノ

ベーション競争を個別製品での競争と捉えるより、イノベーション市場で捉えた方が
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実態に適合する場合があるのではないかという問題とパラレルな問題である。この問

題はわが国では次のような解釈論上の問題に直面する。すなわち、データ市場の成立

を否定する論者にとっては、データ集積は単なる資産集積であり、データの供給市場

なるものは存在しないという議論である１１０。しかし、これに対しては現在当該「デ

ータ」が取引されていないということはデータ取引の市場が存在しないことを意味し

ないという反論も可能かもしれない。 

 例えば、旭鉱末事件東京高裁判決（東京高判昭和 61 年 6 月 13 日・判時 1199 号 41

頁）は、 終製品では競合しないが（セメントと石灰石粉末）、投入要素（石灰石）

は同じである 2 つの事業者が、当該投入要素についてそれぞれの競合相手に与えない

ことを合意したことが問題となった。本件では、関連市場は 終製品とはされず１１１、

投入要素が市場とされた。本件では投入要素について両者ともに販売しておらず、し

かも当該地理的市場においてはそれ以外には事業者はいない。しかし、本件では将来

においては取引対象となり得ること、かなり長い将来のことではあっても長期的予

測・展望の下で競争が成立する範囲が存在するならば、「一定の取引分野」の成立が

認められるとした。この判決の射程について問題は残るが１１２、「データ」について

も潜在的な取引対象可能な財であることなどに注目して市場画定が可能だという議論

が、わが国でも妥当しないわけではなさそうである。もちろん、「競争の実質的制限」

を認定する以上はある程度確固たる市場画定に依拠した分析が要請されるという主張

もあり得ようが、イノベーション競争で見たイノベーションの排除がターゲットとな

った場合と同様、集積データ利用で競合する者を排除する行為をデータ市場での行為

と捉える実益はあるのかもしれない１１３。  
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第６章 おわりに 

 

 現在、プラットフォームとりわけデジタルプラットフォームがその多面市

場の特性及びデータ蓄積の規模の経済性などから大きく持続的な市場支配力

をもつことがあるのではないか、また、それらの市場支配力が他の市場での

競争の梃子となり、あるいはその他の市場での競争を制限する慣行の温床と

なるのではないかと懸念されている。さらには、企業結合規制において従来

の規制手法では対応しにくいケースが存在する可能性なども指摘されてい

る。これらの課題は現在、国際的に議論され、検討されている。 

 こうした問題を考察するには、まず多面市場特性を有するプラットフォー

ム産業での市場画定をいかに行うかという問題の検討が必要である。多面市

場に含まれる個々の取引市場間の相互依存関係を市場画定でどのように勘案

するのか。しばしば見られる無料市場を市場と見ることが適切か否か。適切

であるにしても競争的抑制を加えるプレイヤーをどのように識別するのか。

その際、価格面から見た需要の代替性に注目した従来の手法がどのような難

点をもつのか。さらにデジタルプラットフォームで重要な役割を果たすデー

タ蓄積の問題が市場画定や市場支配力分析でどのような役割を果たすのか。 

 本稿では、プラットフォーム産業を検討する際、基本的でありながら、わ

が国ではほとんど検討されることがなかったこれらの問題を、「無料市場」、

「イノベーション市場」、「データ市場」の観点から検討することで、プラ

ットフォーム産業における競争政策の基礎作業を行った。 
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【資料】Facebook/WhatsApp 事件委員会決定（要約） 

 

１．当事会社 

 米国企業である Facebook 社は、ソーシャルネットワーキングサービス（以下、「SNS」

という）（Facebook）、コミュニケーションサービス（Facebook Messenger）、写真・ビデ

オの共有サービス（Instagram）を提供する。また Facebook 社は、オンライン広告を提

供する。他方、米国企業である WhatsApp 社は、スマートフォン（以下、「スマホ」とい

う）向けコミュニケーションサービス（WhatsApp）を提供するが、オンライン広告は提

供しない。Facebook 社が、モバイルビジネスを重視した経営戦略に基づき、WhatsApp

社を 190 億ドルで買収しようとした。 

 

２．市場画定 

（１）コミュニケーションアプリ市場 

 コミュニケーションサービスは、アプリケーション（以下、「アプリ」という）として提

供され、パソコン向けから、スマホ、タブレット端末用向けへと発展しつつある。それら

には、独自のアプリとして提供されるものもあれば、SNS の一機能として提供されるもの

もある。サービスは、機能（特に音声通話が可能か否か）、対応 OS（クロスプラットフォ

ームか否か）、対応端末（スマホに限るか否か）などにおいて、差別化されている１１４。 

 関連サービス市場について、当事会社は、端末に制約されることなく、広く「コミュニ

ケーションサービス」市場が成立すると主張する。しかし、WhatsApp はもっぱらスマホ

向けに供給されており、他のプラットフォームに拡大する計画はない。したがって市場は、

スマホ向けコミュニケーションサービスを提供するアプリ（以下、単に「コミュニケーシ

ョンアプリ」という）について成立する１１５。関連地理的市場は、少なくとも EEA 域内

に成立する１１６。 

（２）ＳＮＳ市場 

 ＳＮＳは 2000 年代になって急拡大したサービスである。無料で提供され、広告や追加

サービスにより収益を得るとのビジネスモデルが通常である。（１）で見たコミュニケーシ

ョンサービスとＳＮＳとは、重なり合いが大きくなりつつあるが、なお基本的な機能に違

いが存在する。ただし結論に影響を及ぼさないことから、両者が同一の関連サービス市場

を構成するかについて判断しない。またプライベート向けのＳＮＳ（Facebook や Google

＋）と、ビジネス向けのＳＮＳ（LinkedIn や Xing）が別市場を構成するかについても判

断しない１１７。関連地理的市場は、少なくとも EEA 域内に成立する１１８。 

（３）オンライン広告市場 

 Facebook 社は、ＳＮＳの提供で得たデータを基礎に、ＳＮＳのユーザーに対してオン

ライン広告を提供する。過去の決定は、オンライン広告とオフライン広告を別市場とする。

本件でも、オフライン広告とは別に、オンライン広告市場を画定する。さらに狭い市場を

画定できる可能性もある。たとえば、オンライン広告のうち検索広告と非検索広告とは、

後者がブランド周知のために行なわれるなど目的が異なり、需要の代替性は大きくなさそ

うである。しかし結論に影響を及ぼさないことから、別市場を構成するかについては判断
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しない。また、非検索広告ではあるが検索広告と同様にターゲット型広告を提供するＳＮ

Ｓを通じたオンライン広告市場が成立するか、さらには端末ごとに別市場が成立するかに

ついても、判断しない１１９。関連地理的市場は、過去の決定と同様、加盟国又は同一の言

語圏に成立する１２０。 

 

３．市場分析 

３．１．コミュニケーションアプリ市場 

（１）競争の手段 

 当事者は、それぞれ Facebook Messenger、WhatsApp というコミュニケーションアプ

リを提供する。競争サービスには、端末やＯＳを提供する垂直統合企業によるもの、伝統

的な電気通信事業者によるものもある。競争は、機能、ユーザー数、クールさ、料金に基

づきなされ、多くのサービスが無料であることから、機能が競争の中心的手段である。ユ

ーザーを獲得するための機能の改善は、「イノベーションの原動力（a key innovation 

driver）」である。機能の改善のうち、①信頼性の向上に加え、近年、②プライバシー保護

に対するユーザーの関心が高まっている１２１。 

（２）市場シェア 

 ガイドラインによれば、市場シェア・市場集中度の算定は市場分析の出発点である。当

事者は、iOS か Android を OS とするスマホについて、当事者の市場シェアは 30〜40％

とする。しかし、これは当事者の市場地位を過小に示す。EEA そして全世界において、

Facebook Messenger と WhatsApp が、第１位、第２位の市場シェアを占めることは明ら

かである１２２。 

 しかし仮に当事者の市場シェアが大きくとも、関連市場は、活発な参入、短いイノベー

ションのサイクルを特徴とする、新たなそして急速に発展する市場である。このようなダ

イナミックな市場において、大きな市場シェアは必ずしも市場支配力の存在を示さない

１２３。 

（３）密接競争者性 

 ＳＮＳから派生した Facebook Messenger とそうではない WhatsApp には、①サービス

利用に必要なＩＤ、②サービス利用によるユーザー経験価値、そして③サービス利用にお

けるプライバシーポリシーなどについて、差異が存在する１２４。両者にはそれぞれ密接な

競争サービスが存在しており１２５、また EEA 域内におけるユーザーの多くが、一つの端

末に Facebook Messenger と WhatsApp を共に搭載することなどからすれば、両者は相

互に補完関係にあるサービスと言える。 

（４）乗り換え費用 

 市場には複数のサービスが存在しており、それらサービス間の乗り換えは、①ほぼ全て

のサービスが無料であること、②単一の端末に複数のアプリをダウンロードできること（マ

ルチホーミング）、③異なるサービスの利用に学習費用を必要としないこと、④アプリスト

アのレビューを通じて、サービスの内容を簡単に知り得ることから、容易である。さらに、

⑤両者ともに端末にプレインストールされることはなく、現状維持バイアスに基づく競争

上の優位性はないし、⑥両者ともにＯＳを支配することなく、したがってユーザーの乗り
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換え費用を高め得る地位にある訳でもない１２６。 

 電気通信事業者の中には、データ可搬性（data portability）のなさが乗り換え費用に影

響すると主張するものがある。しかしコミュニケーションアプリを使った短いおしゃべり

が長期間にわたり価値を有するとは考えられず、いずれにせよそれら履歴には同一の端末

において容易にアクセス可能である。さらにユーザーの同意があれば、WhatsApp の電話

帳（contact list）のデータを、他のアプリに移動させることが可能である１２７。 

（５）参入・供給力拡大への障壁 

 コミュニケーションアプリ市場は「破壊的競争（disruptive innovation）」を特徴とし、

「ダイナミックに急成長」している１２８。開発に大きな費用・時間を必要とせず、参入障

壁となる知的財産権も存在しない。また、上で見たように、両社はユーザーの乗り換え費

用を高め得る地位にある訳でもない。また、データ可搬性、ネットワークの相互接続性に

懸念を示す者もいるが、それらも参入障壁となるものではない１２９。サービスの乗り換え

費用の分析から分かるように、競争者の供給拡大は容易であり、口コミによってユーザー

は急拡大する１３０。 

（６）ネットワーク効果 

 以上にかかわらず、直接ネットワーク効果の存在は、ユーザーの乗り換え費用に影響を

与え、競争者の供給力拡大に影響を与える要因である１３１。具体的には、ネットワーク効

果が、新規参入を阻止する、または競争者によるユーザーベースの拡大を困難にするかを、

ケースバイケースで検討する必要がある。 

 本件については、①ダイナミックに変動する市場であること、②マルチホーミングが可

能であること、③ネットワークのボトルネックやスマホのＯＳを当事者がコントロールし

ないこと（それゆえにユーザーをロックインさせる地位にないこと）、から、ネットワーク

効果の存在が、新規参入を阻止するなどの効果を持つことはない１３２。 

 しかも、本件では Facebook Messenger と WhatsApp のネットワークが統合される可能

性が、そもそも存在しない。なぜならば、統合には技術的問題があり、また両サービスの

ユーザーには既に重なり合いがあることから、統合のメリットがないからである１３３。 

 

３．２．ＳＮＳ市場 

 ＳＮＳ市場の存在、その外延は明らかではないが、明確にＳＮＳ提供事業者として認識

されている者は、Facebook、Google＋、LinkedIn、Twitter、MySpace である。仮にＳ

ＮＳ市場が拡大され、ＳＮＳとコミュニケーションアプリが同一サービス市場に存在する

と考えるならば、競争者は多数存在する１３４。 

 Facebook と WhatsApp は、情報や写真の共有を可能にする機能で共通するものの、

Facebook が有するプロフィール、ニュースフィード、タイムラインという特徴的な機能

を、WhatsApp は有さない。ユーザーの多くが Facebook と WhatsApp を共に利用して

いることからも、いかなる範囲で画定されようともＳＮＳ市場において、両者が密接な競

争者でないことは明らかである１３５。 

 仮に Facebook と WhatsApp のネットワークが、両プラットフォーム間のコミュケーシ

ョンを可能にするという形で統合されることがあれば、ＳＮＳ市場における Facebook 社
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の地位が強化される可能性があるが、そのような可能性はない。なぜならば、統合には技

術的問題があり、また両サービスのユーザーには既に重なり合いがあることから、統合の

メリットがないからである１３６。 

 

３．３．オンライン広告市場 

（１）WhatsApp におけるオンライン広告の提供 

 Facebook 社は、オンライン広告市場、またオンラインの非検索広告市場において、20

〜30％の市場シェアを占める１３７。Facebook 社と異なり、WhatsApp 社は、オンライン

広告を提供しない。また現在、WhatsApp 社は、オンライン広告で利用し得る個人データ

を収集しない。しかしなお、①WhatsApp におけるオンライン広告の提供、②WhatsApp

で収集した個人データの利用という２つのシナリオによって、オンライン広告市場におけ

る Facebook 社の地位を強化する可能性がある１３８。 

 まず、Facebook のみならず WhatsApp においてもターゲット型のオンライン広告を提

供することにより、オンライン広告市場における Facebook 社の地位を強化するとのシナ

リオが考えられる。たしかに、プライバシーポリシーを変更すれば、WhatsApp 社は個人

データを収集でき、それに基づきターゲット広告を提供することができる。しかし

WhatsApp における広告提供は、これまでの「広告なし」とのサービス上の特徴を失わせ、

また特にプライバシーを重視するユーザーを失う結果となる。したがって当事者は、

WhatsApp においてオンライン広告を提供するインセンティブを持たない１３９。さらに、

仮に WhatsApp においてオンライン広告を提供することになっても、オンライン広告市場

には多数の競争者が存在しており、競争上の問題が生じることはない１４０。 

（２）WhatsApp における個人データの収集 

 次に、WhatsApp で収集した個人データを利用することにより、Facebook と WhatsApp

を共に利用する者に対する Facebook 上のターゲット広告の精度を向上させ、結果として、

オンライン広告市場における Facebook 社の地位を強化するとのシナリオが考えられる。

しかし、そのためには WhatsApp のプライバシーポリシーを変更する必要があるほか、

Facebook と WhatsApp におけるプロフィールの照合作業が必要となるが、後者は技術的

に必ずしも容易ではない１４１。また（１）で見たように、WhatsApp における個人データ

の収集は、プライバシーを重視するユーザーを失う結果を生む。 

 さらに、オンライン広告市場には多数の競争者が存在しており、そしてそれら競争者も、

多くの個人データを収集している。本件において「データ市場」を画定することはないが、

参考のために、データ収集のシェアを見るならば、Facebook 社は 6.39%で第２位である

が、第１位の Google 社は 33%を占める１４２。競争者が利用可能なターゲット型オンライ

ン広告に有用な個人データは大量に存在しており、Facebook 社が支配するものではない。 
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Markets",1 Journal of the European Economic Association, 990(2003) 
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2015 年に開始したオンラインプラットフォームとクラウドに関するサーベイ調査
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- Contrasting perceptions of European stakeholders: A qualitative analysis of the 
European Commission’s Public Consultation on the Regulatory Environment for 
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できなかった。逆に、コンピュータ産業の産業特性にすぎないものを古典的な排除と誤解
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９９川濵昇「技術革新と独占禁止法」日本経済法学会年報 42 号 50 頁（1999）では、こ

れまで欧米で問題となったほとんどの事案でイノベーション市場を持ち出さずに解決

できることを示した。また、イノベーション市場を「一定の取引分野」と呼ぶことに

対する解釈論上の問題も指摘した。なお、同様の解釈論上の問題（クレイトン法７条

の適用対象としてイノベーション市場が適格性を有するかという問題）は米国でも議

論されたが、この点は米国で克服されている。 

１００U.S. Dep’t of Justice and F.T.C.,Intellectual Property Guidelines ,§

3.2.3(1995)http://www.justice.gov/atr/antitrust-guidelines-licensing-intelle

ctual-property. なお、ガイドラインは改訂作業中であるが、この部分の内容は維持

されるが、名称はイノベーション市場から研究開発市場（Research and Development 

Market）に改められる可能性がある。 

１０１合併規制は事前規制である限り、タイムスパンをどうとるかの問題は別にして、

常に将来の市場の問題である。 

１０２Michael L. Katz & Howard A. Shelanski, "Mergers and Innovation", 74 Antitrust 

L.J. 1,42-43 (2007) を参照。 

１０３Thomas N. Dahdouh & Mongoven, The Shape of Things to Come: Innovation Market 

Analysis in Merger Cases, 64 Antitrust L.J. 405,420(1996)も、「技術革新市場の

画定の確実さは、研究開発努力が 終的な製品産出へと接近すればするだけ増すとい

うことを経験が証明してきた」としている。 

１０４まだ存在しない製品について開発が問題となることはしばしばある（In re 

Nielsen Holdings N.V., File No. 131-0058, 2014 WL 869523, at 2-3 (F.T.C. Feb. 

24, 2014) (complaint)）。この場合も、 終製品についての識別はできている。 

１０５United States v. Gen. Motors Corp., Civ. No. 93-530 (D. Del. filed Nov. 16, 

1993), 6Trade Reg. Rep. (CCH) 45,093 はこのような例とされる。ただし、イノベー

ション市場概念を用いないで、 終取引市場で競合関係のない事業者間のイノベーシ

ョンの低下を問題として取り上げている。 

１０６In the Matter of Teva and Allergan,FTC（Decision and Order） September 15, 

2016 では、 終的には問題とされなかったが、未画定の 終製品に対する研究開発の

競合が見られる企業間の合併がイノベーションの低下をもたらさないかが問題となっ
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た。研究開発の異質性ゆえに、そのような競合はないとされた。  

１０７各国の競争当局によるパーソナルデータと競争政策に関する報告書としては、独

仏 競 争 当 局 に よ る 共 同 報 告 書 、 Autorite de la concurrence and the 

Bundeskartellamt,Competition Law and Data (10 May, 2016) 

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/reportcompetitionlawanddatafinal.p

df 及び英国の競争当局による CMA, The commercial use of consumer data (2015), 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/43

5817/The_commercial_use_of_consumer_data.pdf がある。これらは法的争点の整理と

いうよりも、「データ」に対する多様な見解・意見のサーベイを中心とするものである。 

１０８ドイツは取引高（買収対価）基準を採用すべく競争制限禁止法 35 条 1 項の改正に乗

り出した。 Entwurf eines Neunten Gesetzes zur Anderung des Gesetzes gegen 

Wettbewerbsbeschrankungenhttp://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/entwurf-ei

nes-neunten-gesetzes-zur-aenderung-des-gesetzes-gegen-wettbewerbsbeschraenkunge

n,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf 参照。 

１０９品質競争の漸進的な側面と急激な変化をともなうものとは連続的だが，一応は区

別可能である。 

１１０米国では、現状では取引対象となっておらず、取引の場が存在しない場合であっ

ても、潜在的に取引対象となることがあり得て、しかも当該資源の集中が競争上悪影

響をもたらす場合に、そこに関連市場を見出すことはしばしばなされている。むしろ、

市場画定不要論の影響を受けた論者であっても、この面では市場画定が有益であると

する者さえ存在する。 

１１１本件は不当な取引制限の事件であり、その当時は事業者間で競争関係が必要だと

いうドグマがかなり強く信じられていた。そのため、異なった関連市場での事業者と

いうことになると不当な取引制限とならないのではないかという問題があった。 

１１２本件は、不当な取引制限における市場画定に関して、当事者が合意の対象とした

内容を出発点とすることを認めた古典的判例として理解されている。もっとも、将来

市場の認定については単に合意が存在することだけが理由となったのではない。 

１１３ところで、類似した問題をエッセンシャルファシリティ理論においても見出す論者が

いるかもしれない。いわゆるエッセンシャルファシリティ理論でのエッセンシャルファシ

リティは現に取引が行われているとは限らない。また、通常はアクセス可能なインターフ

ェイスが定型化されている意味で取引対象となり得ることが前提されているが、理論を拡

張する議論においては、現在はエッセンシャルファシリティ保有者しかアクセスできない

がそれをアクセス可能な状態にすることを含めて義務を認める議論もある。もちろん、エ

ッセンシャルファシリティ理論に対して米国ではその存在に懐疑的な意見が多数であり，

ＥＵでも慎重な立場が有力である中、このような広がりに批判的な立場が有力とは思われ

る。他方、取引対象と現在はなっていなくとも、（不当な）取引拒絶の対象たり得ることに

ついての異論は少ない。 
１１４ Case No COMP/M.7218 (2014) [hereinafter cited as Decision], para.16-18. 

１１５ 対応ＯＳや機能によって差別化されるものの、それらに基づき狭い市場が画定さ

れることはない（Decision, para.21-27）。また、伝統的な音声通話、SMS、MMS、電子
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メールなどを含む広い市場が画定されることもない（ただし結論に影響を及ぼさない

ことから明確な判断は行なわない）。後者の理由は、追加的機能、また無料であるとの

特徴から、コミュニケーションアプリは伝統的なコミュニケーション手段に対して競

争圧力を有するが、後者が前者に競争圧力を有することがないからである（id.at 

29-33）。  

１１６ 世界市場が成立する可能性もある。世界的に料金、品質等について大きな違いは

なく、使用、取引に法的、技術的障害となるものはないからである。また、事業者は、

ほぼ同一のサービスを世界中で提供する（Decision, para.36-37）。しかし、地域ごと

に市場シェアの分布は異なっている。これはユーザーの選好、規制、販売努力の相違

のほか、EEA 域外へのコミュニケーションに必要となるローミングや国際通信の費用

に基づくと考えられる（Decision, para.38-39）。 

１１７ Decision, para.59-60. 他方、対応ＯＳ、対応端末に基づき狭い市場が画定され

ることはない（Decision, para.57-58）。 

１１８ Decision, para.68. 

１１９ Decision, para.76-78. 

１２０ Decision, para.81-83. 

１２１ Decision, para.86-91. 

１２２ Decision, para.96-97, n.45. 

１２３ Decision, para.99. 

１２４ Decision, para.102.  

１２５ Decision, para.106. 

１２６ Decisio, para.109-112. 

１２７ Decision, para113. 

１２８ Decision, para.116, 118. 

１２９ Decision, para.117-122. も大きな費用は、サーバーの設置・管理に要するも

のである。 

１３０ Decision, para.124-125. 

１３１ Decision, para.114, 126, 129. 

１３２ Decision. para.130-135.  

１３３ Decision. para.136-140. 両サービスの ID を統一させることの難しさ、プラッ

トフォーム間のコミュニケーションにかかる技術的問題などが存在する。 

１３４ Decision, para.148-150, 152. WhatsApp、LINE、WeChat、iMessage、Skype、Snapchat、

Viber、Hangouts など競争者は大きく増え、さらにサービス市場が拡大すれば、YouTube

も競争者となり得る。 

１３５ Decision, para.153-158. 

１３６ Decision, para.159-162. 

１３７ Decision, para.171. 

１３８ Decision, para.165-167. 

１３９ Decision, para. 実際に、Facebook 社による買収が報じられた 24 時間以内に、

ドイツにおける WhatsApp のユーザーが、プライバシーの強い保護を掲げる Threema に

移る現象が見られた。 

１４０ Decision, para.176-179. 

１４１ Decision, para.185. 

１４２ Decision, para.72, 188. 第３位は Yahoo!社で 0.65％、第４位は Microsoft 社

で 0.02％、その他が 58.67％である。 
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